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住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅市場に
おける住まい確保に関する実態

出典：「居住支援協議会の取り組み等について」 平成29年２月 国土交通省関東厚生局



住宅確保要配慮者が住まいを確保するために
→「居住支援協議会」（住宅セーフティネット制度）を2007年
に創設

3住宅セーフティネットのための居住支援協議会について 国土交通省



居住支援協議会の先駆的事例
～京都市の場合

出典：「居住支援協議会の取り組み等について」 平成29年２月 国土交通省関東厚生局



居住支援協議会の先駆的事例
～福岡市の場合
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出典：福岡市居住支援協議会の取組について 平成28年 福岡市 住宅都市局住宅計画課
国土交通省
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居住支援協議会の先駆的事例
～大牟田市の場合
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「居住支援協議会等の取り組みについて」平成29年６月 国土交通省関東地方整備局



居住支援協議会の先駆的事例
～日野市の場合
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居住支援協議会での相談の傾向

• 相談件数は、居住支援協議会設置後、数年後にもそれほど増加
はしていない（むしろ減少傾向の自治体も）

• 利用者は高齢者が最も多い（７割の自治体もある）。低額所得
者、障害者、生活保護受給者など。

・必ずしも成約まで行かないケースも多い

→相談窓口において福祉サービスなどを紹介することで、生活状
況の改善がはかれることもある。

• 市民・区民には、公営住宅に優先入居できると勘違いされる場
合もある。



• 新型コロナウイルスの影響は、現時点ではそれほど出ていない
（不動産団体によると個人からではなく、店舗からの相談が多
く逼迫している）

→ネットカフェ等に寝泊まりしている人や失業した人には、ま
だ周知されていないのか？

→「住宅確保給付金事業」の要件緩和の効果がある？



住宅確保要配慮者の生活を支える存在の必要性
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「居住支援協議会と居住支援サービス事業者との連携について」 国土交通省（事務局資料）



新たな住宅セーフティネット制度
～居住支援法人の役割

11国土交通省 press release  平成30年５月14日



居住支援法人制度の指定状況

「新たな住宅セーフティネット制度と居住支援法人」中島靖浩

『住宅』日本住宅協会 VOL.68 ２０１９ p｡10 より筆者作成

左データも出典は同上。

・３６都道府県１７３法人が指定
（平成30年１１．３０時点）
・法人属性別では、株式会社およ
びNPO法人の指定が多い状況（全
体の75％）
・都道府県別では、大阪府が４２
法人と最多指定、１法人のみの指
定は７府県（＊東京都は、14法
人）
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平成30年度居住支援法人活動支援事業の
応募状況等

出典：「新たな住宅セーフティネット制度と居住
支援法人」中島靖浩 『住宅』日本住宅協会
VOL.68 ２０１９ p.11 より グラフは筆者が
作成している
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居住支援協議会がうまくいくポイント

１．庁内で福祉部署と住宅部署が連携・協働関係にあるか

→庁内セクショナリズムではうまくいかない

かならず連携・協働が必要！

２．地域内に、福祉・医療等の支援態勢があるか

→住まいを確保した後の生活支援態勢があるか
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３．地元不動産関係者の理解・協力がとれているか

→「住宅確保要配慮者」施策に対する理解が必要

ただし、「一方的な理解」を求めるだけではすすまない。

４．居住支援協議会の周知を図っているか

→地域にある社会資源との協働（行政による、包括支援センター

や不動産会社等への説明）



まとめ

• 居住支援協議会を窓口として、相談の入り口から出口までしっ
かり支援する態勢が取れれば、自治体における地域包括ケアシ
ステムの構築が図れる。

→居住支援法人の確保・充実も必要だが、地域の高齢者・障害
者等支援態勢をいかに作るかが重要


